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ではないかと思います。そのことがより長井市

を発展させるために大事なのではと考えますの

で、今後このようなことも検討課題として入れ

ていただければ幸いです。 

 以上で質問は終わらさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○蒲生光男委員長 ここで暫時休憩をいたします。

再開は午後３時15分といたします。 

 なお、横山建設参事からは、先ほど答弁でき

なかった部分について再開後、答弁してくださ

い。 

 暫時休憩します。 

 

 

   午後 ２時５５分 休憩 

   午後 ３時１４分 再開 

 

 

○蒲生光男委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 横山賢一建設参事。 

○横山賢一建設参事 先ほどの内谷委員のご質問

にお答えしたいと思います。 

 内谷委員のご質問につきましては、幾らの雨

量で芝が流されてしまったのかというふうなご

質問の内容だったと思いますが、今回の芝生に

つきましては定着する前、生育する前というふ

うなことで、雨が降られまして土と一緒に種子

も流されてしまったということで、その状況の

中でどの程度の雨量に耐えることができるかと

いうのは大変残念ながら、ちょっとわからない

というふうな状況でございました。以上でござ

います。 

 

 

 梅津善之委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 次に、順位５番、議席番号９

番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 予算総括５人目の梅津で

ございます。通告しておりますのは１件だけで

ございますので、明快なお答えをいただければ、

納得できればすぐやめたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、地場産業振興センター運営費補助金に

ついてということで質問したいと思います。 

 ８月の全員協議会のときに市長並びに商工観

光課長より説明がございました。観光交流セン

ターの事業化準備と観光地域づくりプラットホ

ーム等についての説明でございます。地場産業

振興センターの来年度の職員採用についてでご

ざいますが、平成29年度から観光交流センター

の運営及び維持管理を地場産業振興センターに

指定管理として行いたいということで進めてま

いりたいと考えているところですと。そのため、

オープン１年前から観光交流センターの施設全

般の準備、業務の責任者として、またオープン

の29年４月からは正式に道の駅の登録をさせて

いただきますので、道の駅の駅長として施設の

運営責任者の役割を果たしていただくべく、観

光交流センター運営マネジャー１名の雇用につ

いて、10月から募集をおかけして書類審査、作

文試験及び面接による選考を行いながら28年４

月１日に採用ということで進めてまいりたいと

考えてるところです。また、観光地域づくりプ

ラットホームということで、新たな観光交流事

業への取り組み、そして市民直売所のさらなる

充実を図るため、総合職と位置づけて合計２名

について職員の採用を考えているという説明が

ございました。 

 そしてまた、産業・建設常任委員会協議会の

資料を見ますと、28年度から実施する長井市観

光地域づくりプラットホームについて平成27年

１月に設立準備会を立ち上げ、組織化、事業内

容、各種商品販売について準備を進めていると
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ころでありますが、その事務局は地場産業振興

センターで担うこととしており、来年度当初か

ら商品販売に向けては今年度から準備を進めな

ければならないため、地場産にプラットホーム

準備室を設け、１名を雇用して作業を進めるも

のという説明がありました。 

 この駅長とプラットホーム準備室を設け１名

を雇用するというふうな説明がありましたけど

も、商工観光課長にお伺いしますが、この辺の

人員の説明をもう一度詳しくお答え願いたいと

思います。 

○蒲生光男委員長 川村直人商工観光課長。 

○川村直人商工観光課長 もう一度整理してお答

えをさせていただきます。 

 まず、プラットホームの準備室としての雇用

につきましては、後ほど私のほうから詳しいお

答えをさせていただきます。 

 道の駅、仮称でございますが、観光交流セン

ターのほうの指定管理に伴う職員の採用につい

ては、今、議員からお話がありましたとおりマ

ネジャー、いずれ指定管理をした際の駅長とい

うような位置づけの職員を１名、あと総合職と

いうことで合計２名、合わせて３名を10月から

募集をかけたいというようなことでございまし

て、今、地場産のほうで雇用してる職員につい

ては、今申しましたマネジャーとは全く違う、

あくまでもプラットホームの準備のための職員

という位置づけでございます。以上でございま

す。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 今の説明ですと、29年度

からの駅長と今回の補正予算で上がっている方

は全く違うものだということで理解したいと思

いますけども、まず今回、補正予算で10月から

職員１名、基本給25万円掛ける６カ月、10月１

日から３月31日までということ、通勤手当もろ

もろ諸費が上がっておりまして、合計で400万

円という補正予算でございます。 

 この方は、もはや雇用なされてるという実態

にあるという考えでよろしいでしょうか、商工

観光課長。 

○蒲生光男委員長 川村直人商工観光課長。 

○川村直人商工観光課長 お答えいたします。 

 まず初めに、旅行業務取り扱い管理者という

ような部分で、来年の４月に観光地域づくりプ

ラットホームを立ち上げるに当たりまして、こ

とし７月からプラットホーム準備室を設置して

雇用している者でございます。 

 観光地域づくりプラットホームの設立準備委

員会の顧問で、元ＪＲ東日本の仙台支社長も務

められた清水愼一先生のほうからも、できるだ

け早くそのプラットホームの設立に向けて専門

的な知識や経験、そして企画力、営業力並びに

エージェントへの幅広い人脈を有しており、か

つ旅行業の資格のある人を雇用して準備を進め

るようにとの助言をいただいておりまして、春

からそうした人物を探していたところでござい

ます。 

 ７月から議員おっしゃるように雇用しており

ます地場産の職員につきましては、６月まで山

形鉄道の社長として、大手旅行会社を初めとし

て観光関係の広い人脈によりまして営業活動に

よる誘客のほか、さまざまな誘客イベントの企

画による誘客を精力的に務めてきたというよう

な実績もございまして、旅行業の資格を有する

貴重な人材であることから、社長退任の意向を

お聞きした際に、何とかお力添えをいただけな

いかというふうにお願いをしてきたところでご

ざいます。 

 最初は、その方についてはお引き受けはちょ

っといたしかねるというようなことで固辞され

たところでございますけども、何度もお願いを

いたしまして、ようやく承諾をいただいてきた

経過でございます。 

 なお、７月からの雇用につきましては、プラ

ットホーム立ち上げによる旅行商品の販売に当
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たりまして、長井市の観光の目玉でもあります

花観光のシーズン商品の企画、そして営業のた

めに相当な準備が必要でありまして、組織の正

式な立ち上げを待っての雇用では来年度の商品

については販売はなかなか立ち行かないだろう

というような清水先生のご意見も頂戴しており

ましたことから、雇用を開始したものでござい

ます。 

 なお、この方の位置づけにつきましては、観

光地域づくりプラットホームの準備室長という

ようなことで雇用しているものでございまして、

今のところ来年３月までの期限つき雇用という

ことで考えてございます。 

 また、観光地域づくりプラットホームにおき

まして着地型旅行を販売して誘客を図っていく

必要がございます。そのために今回補正で要求

させていただいておりますが、地場産業振興セ

ンターが第３種旅行業の登録をするに当たりま

して、申請時におきまして旅行業務取り扱い管

理者の具体的な氏名を申請書に記載する必要が

ございます。また、同資格を有する方の雇用に

ついては、その登録の必須条件となっておりま

すことから、先ほど述べましたように、これま

で多くの企画、営業の実績と旅行業界との強い

ネットワークを持っていらっしゃる方というこ

とで雇用をしてるところでございます。以上で

す。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 もはや雇用してる方だと

いう話でございますし、非常に優秀な方が雇用

されてるというお話でございましたけれども、

具体的にその方は１週間に何日ぐらいお勤めに

なるんですかね、その辺は、商工観光課長。 

○蒲生光男委員長 川村直人商工観光課長。 

○川村直人商工観光課長 今の１週間に何日働く

のかということについてお答えをさせていただ

きます。 

 勤務に関する雇用の条件でございますが、一

般財団法人置賜地域地場産業振興センターで雇

用しております職員の雇用条件でございますけ

ども、１単位ということで４週間というサイク

ルの中で12日勤務、平均すると１週間に３日の

勤務というようなことで条件としているところ

でございます。 

 なお、勤務の内容につきましては、プラット

ホームで取り扱います旅行会社等への誘客、企

画の開発であったり、着地型旅行企画であった

り、着地受け入れの仕組みの提案であったり、

来年からの誘客計画づくり等を担っていただい

ているところでございまして、10月からは早速

旅行業登録の申請業務のほうに当たっていただ

く予定でございます。以上です。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 ４週間、週に３日のサイ

クルで行くというお話でございましたけども、

今回補正予算で10月１日からということで提案

なされております。商工観光課長にお伺いしま

すが、こういう予算の提案、既にもう雇用され

てる方を10月１日からの補正予算で上げてくる

ということに関しては、どういうふうにお考え

かお訪ねしたいと思いますが。 

○蒲生光男委員長 川村直人商工観光課長。 

○川村直人商工観光課長 はい、お答えをいたし

ます。 

 このたび９月補正ということで、この方の費

用等について補正に計上しておりますが、９月

補正予算に計上しております当該地場産センタ

ーの運営費補助金につきまして、このプラット

ホームの準備に係る職員の雇用関係の費用につ

きましては、あくまでも10月１日以降年度末ま

での費用を計上させていただいてるものでござ

います。 

 この雇用費用につきましては、地場産センタ

ーがプラットホームの事務を担っていく上で必

要となります、先ほど申しましたように第３種

旅行業の登録のために10月以降にその申請手続
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を行いまして、来春の観光シーズンに合わせる

旅行商品の企画並びに営業そして販売を目的と

したものでございます。 

 10月からの雇用に関する費用につきましては、

今回予算成立後に実施をいたします部分の事業

を補助対象経費ということで考えておりますの

で、適正な補助金の執行といった観点から、問

題はないものというふうに考えているところで

ございます。 

 なお、９月までの雇用費用につきましては、

プラットホームの運営を担うために、地場産セ

ンターのほうでその準備を行うために同センタ

ーの運営に係る経費の組み替えを行いながら対

応してきてるものでございます。以上でござい

ます。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 市長にお伺いをしたいと

思います。 

 今、商工観光課長からも説明ございました。

先ほど平委員からも、私にという平委員のこの

通告書の中身を読みますと、当初予算に計上で

きなかったかということも書かれておりますし、

もはや雇用している人に地場産業振興センター

に運営補助金として補正予算で上げてくると、

さらには観光交流センターが当議会で可決され

て年度当初の予算にも相当するような金額で予

算計上なされている現状の中で、何でこういう

ふうに、大変失礼な言い方ですと、後ろから予

算がついてくるみたいな形の提出の仕方をする

のかなというのが私にとって非常に疑問です。

その辺は市長、どのようにお考えですか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 平 進介委員の質問の中身でち

ょっと触れれば、なぜ当初予算を計上できなか

ったかという点については、委員もご承知のと

おり、観光プラットホームの説明は何度かさせ

ていただいたと思うんですが、27年の１月に準

備会をつくっております。したがいまして、27

年度の当初に予算を組むことは不可能というこ

とであります。結局、12月の時点でもう全て予

算は積み上げておりますので、具体的なものが

ない以上は当初予算になかなか組めないという

ことがございます。それは委員は承知できない

ということなのかもしれませんが、現状として

は残念ながら、昨年の例えば10月ぐらいまで熟

度のある予算でないと残念ながら当初予算には

組めないというのが長井市の財政の編成の現状

でございます。 

 じゃあ、当初組めなかったから、じゃ１年間

先送りするのかというと、今、ほかの市町村と

か県あたりはどうかわかりませんが、例えば国

のほうの予算などを見てても、とにかくスピー

ド感を持ってやんなきゃいけないと、これを１

年じっくりくみ上げて、次の年の当初というこ

とでは、国は決してございません。その都度そ

の都度必要なものを切れ目なくどんどん議会の

了承を得て、ご理解を得て進めていくというや

り方、国を、特にこの地方創生ではやってると

いうふうに私は認識しております。 

 そういった意味では、当初予算で組めればよ

ろしかったでしょうけども、また来年の当初に

こういったことをすればよろしいのかもしれま

せんが、それだけおくれてくると。 

 あと、なおかつプラットホームは結局、市の

ほうで観光事業として進めてきた事業でござい

ます。それを地場産センターでなぜさせたかと

いうことですが、地場産センターの本来の業務

ではなかったわけですね。あくまでも行政のほ

うで観光振興計画をつくって、そして観光振興

計画つくったときに実際、その経済的な波及効

果をぴしっと上げなきゃいけないと。そのため

にはしっかりとした仕組みづくりが必要だとい

うことで、国の支援を受けて清水愼一先生に２

年間、２年目でございますけども、観光プラッ

トホームでは、指導を受けながら、観光プラッ

トホームという新たな法人をつくると。それを



 

―３２０― 

していかないと長井市では観光業ということが

実際としてはなかなか芽が出てきませんよとい

うご指導のもとで進めてきたわけです。 

 市内のいろんな関係団体とか個別の事業者さ

んにもご協力いただいて、約100社でつくった

わけですね、観光プラットホーム。長井市地域

づくりプラットホームというものを準備会を立

ち上げたわけでございまして、これを立ち上げ

たものを、いや、予算が当初から組めなかった

ので、じゃ１年間先送りしてくださいって、こ

うはならないわけですね。 

 なおかつ今、国で進めております観光という

のは、特にインバウンドも含めて、もうことし

あたりは当初1,300万とか1,500万と言われてた

のが2,000万人近くインバウンドで外国人の観

光客が来てるという状況の中で、全国の自治体

は、いかにして人口減少していく中で観光交流

客の皆さんにお金を落としてもらう仕組みをつ

くっていくかということで模索してるわけであ

りますので、そういった意味では、これは市長

としての判断ももちろんあるわけですけども、

地場産業振興センターの理事長の判断として、

地場産業振興センターの職員というのは定時補

助職員がほとんどなんですが、二十五、六名い

るわけですが、その中で市のほうから直接いた

だいてる人件費ってのは全てじゃないわけです

ね。７人分ぐらいでしょうかね。あとはふるさ

と納税のほうも受けさせてもらってますから、

それらの人数とか。 

 ですから、ある程度地場産業振興センターと

しての判断で、本来は違う団体をつくっていた

だいて、市のほうに、それで観光プラットホー

ムをすればよかったんでしょうけども、なかな

かそれが今の現状で難しいと。したがって、地

場産業振興センターにそれを担っていただこう

と。それの目的を達成するには、残念ながら補

正予算を待って進めるということだけではうま

くいかないと。地場産センターとして自腹を切

って、まずは準備をしといて、議会の了承をい

ただいて、ご理解をいただいて、10月から、そ

れからの準備の費用あるいは人件費などもご承

認いただいて進めていこうという考えでござい

ますので、既に雇用している人をなぜ補助つけ

なきゃいけないんだということではないという

ことですね。 

 したがって、本来は長井市がすべきことなん

ですが、これは市のほうでできることではない

ということから、法人格を持たなきゃいけない

わけですから、新たに法人をつくるなんてった

ら、これは大変です。市のほうで当然出資もし

なきゃいけないわけですしね。これは相当時間

もかかりますし、それこそ理解を得るには相当

時間も、あるいは手間もかかるということで、

地場産業振興センターがそれを観光協会と事務

局が一体化したということもあって、担ってい

ただこうという判断でありますので、今まで雇

用してきた人を今度は市のほうで負担してくだ

さいと、そういう考え方ではございませんので、

ぜひご理解を賜りたいと思います。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 プラットホームの考え方

が27年の１月にできてきたという市長のお話で

ございましたけども、観光交流センターととも

にプラットホームという話は私の認識では以前

からお話しされてたと思っておりますし、予算

のつけ方として、こういう考え方があって観光

交流センター、道の駅の方針が進んだ時点でプ

ラットホームという考え方の予算的な部分も私

は配慮すべきではなかったかと思っております

し、当然、市長おっしゃるようにスピード感を

持ってやらなければならないのも私自身もその

とおりだと思いますからこそ、やっぱり当初か

ら盛り込むべきであったろうという考え方がま

ず１つです。 

 さらに今の法人格を持つ地場産業振興センタ

ーにその業務を委託して、将来は指定管理も含
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めてご検討中であるという話でございましたけ

ども、その仕事、観光交流センターでするプラ

ットホームの考え方ということであれば、例え

ば市の商工観光課の臨時職員として雇用するな

どという考え方も１つはあったのではないかと

思いますけども、その辺は市長、どうでしょう

かね。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 商工観光課の臨時職員として採

用するということのご提言でございますけども、

その前に、当初ということは今年度の当初に予

算化すべきだったということかもしれませんが、

観光プラットホームの準備会については、これ

は観光プラットホームで100人ぐらいの方たち

が集まって、そして進めてきたことなんですね。

ですから、私どもでどんどん進めてきたわけで

はないんですね。 

 ですから準備会の会長をしていただいてるの

は観光協会の会長さんであり、副会長が商工会

議所の会頭だったかと思いますが、これは行政

ベースでずっとやってきたわけではないんです

ね。観光協会と、あといろんな団体が入ってい

ただいて、当然、市もかかわってますけども、

なかなかうまく進められなくてきたんだと。そ

れを清水先生から指導をいただきながらやって

きたことであって、当然最初からわかってただ

ろうと。 

 だから予算何で当初つけられなかったという

お話なんですが、どうなるかはその時点でわか

らなかったんですね。ですから１月に準備会で

きるっていうことは、12月ぐらいの段階からつ

くれるっていうことはわかってたんでしょうけ

ども、先ほど申し上げましたように、結局予算

の案というのは10月ぐらいでまとめなきゃいけ

ませんので、12月ぐらいで固まったものを当初

予算に盛り込むということは基本的に長井市で

は不可能です。ですから、それを当初から盛り

込まなかったらおかしいという考え方だったら

１年間おくらせるということになるんですね。 

 あと、お尋ねの市の商工観光課の臨時職員と

いうことの話、ご提言でございますが、商工観

光課でこれを観光プラットホームの必要な必須

条件である旅行業のほう、３種の資格を取るの

は商工観光課じゃないんですよ。どっかの法人

でしなきゃいけないんですけども、それを市で

準備するというのは、これは違うわけですよね。

あくまでも民間の皆様と一緒に進めてきた話で

すから、そしてそれを新たに例えば市で別な団

体をつくってやるっていうことであれば、商工

観光課で定時補助職員というのはあるかもしれ

ません。しかし、いろいろ探しても時間もかか

りますしお金もかかるということで、地場産業

振興センターで取得すると。で事務的なものだ

けを担うという考え方ですから、これは商工観

光課で定時補助職員するという考え方は普通は

しないと思います。 

 私はやっぱり地場産業振興センターで観光協

会、タスの中ですから観光協会、商工会議所、

いろんな団体との連携がとれる、そこの場で仕

事するのが一番いいわけで、形だけにこだわっ

て結局そんな、もう定時補助職員で雇っていて

もきっと梅津委員はだめなんでしょうから、一

旦雇用した人をおかしいというふうにおっしゃ

ってるわけですから、ちょっとその辺がよく理

解できませんけれども、定時補助職員で市です

るというのは全く当てはまらない例だというふ

うに思います。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 はい、わかりました。そ

れはじゃあ当てはまらないということで。 

 私は決して納得できるなんていうことはここ

で申し上げられないんですけども、例えばたま

たま今回はこういう予算で地場産業振興センタ

ーに400万円の補助金を出すと。でも、今後も

こういうこともスピード感を持って仕事する上

には大変必要なことだと理解している考え方で
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よろしいんでしょうかね。市長、その辺はどう

でしょうか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今後もこういうことをやるのか

というご質問だと思いますが、そういったこと

は一切ないわけで、ただ今回は観光プラットホ

ームという特殊な例であります。以前、地場産

業振興センターの体制を職員が引き揚げた、市

の職員全部引き揚げたということで、途中で一

度、もう地場産センターで雇用してる職員を雇

用しようとして提案させてもらったことありま

したけども、それはいろいろ話しして、これは

なかなか理解してもらえないということで取り

下げた例もございます。だから、またするのか

という質問かもしれません。 

 今回の場合は、それとはちょっと違うという

ふうに考えておりますし、観光プラットホーム

の重要性を考えたときに、何とか今回は、前回

のそういう例もありますけれども、丁寧にご説

明をしてご理解を賜りたいということで上程さ

せていただいたところでございます。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 いや、納得してください

と言われれば、ううんと私もちょっと首をかし

げるしかないんですけども、本当にこれでいい

やんかなという思いが私の中にありますし、こ

れは議員皆さんで判断いただくしかないなと私

も思いますけども、考え方として市長、１月に

できだがら10月まででないと次年度の当初には

間に合わないという市長の最初からそういうお

考えですけども、私はそんなことは決して、市

長が大変大事な事項だという判断をお持ちで、

もちろんスピード感を持って進めなければいけ

ないという認識の中であればこそ、せめて６月、

前もって出すことが普通ではないかなと思いま

すけども、どうでしょうか、もう一度市長。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 梅津委員のご理解はいただけな

いという、なかなかご理解してもらえないとい

うようなお考えのようですが、そういう考え方

もあると思います。とにかく重要なことは、本

当に観光プラットホームを組み立てられる人間

がいるのかということもございます。 

 最初は、地場産センターの職員のほうはとに

かく第３種の旅行業の資格を持ってる人を雇用

したいというお話でした。じゃあ私のほうから

は、じゃ資格を持ってればこれできるんですか

と。以前から言われていたのは、企画商品をい

ろんな団体から、こうしたらいいんだよ、ああ

したらいいんねが、というふうに提案いただい

て、１つの着地型の商品をつくることは可能だ

と思います。 

 現に、かなりいい提案をしていただいてます。

肝心なのは、じゃあその値段をどうするか。例

えば日帰りだったら、いろんなコースを回って、

それぞれに例えば飲食店とか何かお土産をみん

なにあげるとかそういったものを含めて8,000

円の金額にすると。そうするとマージンをどう

いうふうにして観光プラットホームに何％いた

だくか。あと例えば大手の旅行会社の商品に乗

っかるといった場合は、大手さんにどのぐらい

やるかと。そういったときに商品を提供しても

らったいわゆる会員の皆さんに何％頂戴するか。

そういったことも含めて、これ全て１件１件交

渉して決めていかなきゃいけないんですね。こ

れはある程度業界のルールがありますので、資

格を持ってる人だけではなかなかできないとい

うことでございます。 

 先ほど商工観光課長の説明の中で、今回７月

から何とかお願いした人には、何回も私もお願

いしたんですが、了解してもらえませんでした。

やっぱり体調が悪い、あるいは自分で今後の予

定があるということがあって、できませんでし

た。したがって、こういう言い方は失礼かもし

れませんけれども、今回の人がいなかったら多

分補正はできなかったと思います。来年の当初
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になったかもしれません。で、その間に人を探

すという手続をとったかもしれません。それぐ

らい、人っていうのは重要で、そういった意味

では、昨年の12月ぐらいに確かに設立できそう

だっていうのはわかってましたけども、具体的

にどういう人材が必要なのか、あるいはどのぐ

らいの旅費、どのぐらいの人件費を見たらいい

かってのは詰められなかったんですね。事業を

すること決まってて、じゃあ、その積算の内訳

をきちっと出さないと、我々査定する前に財政

課の査定の段階でもうだめなんですよ。根拠が

しっかりしてなくて積み上げはきちっとなって

ないと。ですから、そういった意味では当初で

は組めなかったというのは、これはぜひご理解

いただきたいと。 

 残念ながら、長井市の現状はそういうことで

ありますので、私が組めって言ったからって、

つかみでぼおんと予算組めるようなものではな

いと。それを組んだときに議員の皆様からいろ

いろ質問いただいたときに、きちっと答えなき

ゃいけないじゃないですか、その根拠も含めて。

それまでの熟度がとれなかったということです。

昨年の12月の時点では到底無理だったと。 

 今回も本来であれば、いい人が何とか６月末

ぐらいに、やっと納得していただいたんですけ

ども、６月議会で組めばよかったんじゃないか

と。やっぱり人が見つけられなかったと。 

 それから、清水先生といろいろお話ししてる

と、一番はこの観光地域づくりプラットホーム

のかなめとなる、組み立てられる人間が残念な

がら今いないんです。観光協会もわからない。

商工会議所もわからない。地場産センターの職

員でもわからない。ですから、そういった意味

では、核となる人間を見つけて、そしてみんな

でもう一回それらをフォローし合いながら、来

年の１月に商品を販売できるようなそういった

ことをしていかないと、４月からの長井の花観

光には間に合わないということでありますので、

これ以上申し上げてもなかなか理解できないか

もしれませんけれども、人の問題もあったのは

事実でございます。 

 したがって、やっぱり納得できないというこ

とであれば、これはいたし方ないんですが、こ

れを10月から雇用したのでは多分28年度はほと

んど実績上げられなかったと。それを３カ月、

リスクはありますけれども、地場産センターで

その部分を背負ってやれば、28年度の実績はあ

る程度は見込めるということでの地場産センタ

ー理事長としての私の判断でございます。 

○蒲生光男委員長 ９番、梅津善之委員。 

○９番 梅津善之委員 なかなか苦渋の選択であ

ったと、さらには私からこれは何度も申し上げ

れば、それぐらい大切なことであれば前もって

予算化をして、人選も含めて当たっていただき

たかったなと思うばかりです。それが何ともそ

うでない予算が出てくるのに自分自身も何とな

く納得できないなと思って質問をさせていただ

きました。 

 これ以上市長に言っても同じ答えではなかろ

うかと思いますので、以上で質問を終わります。 

 

   散     会 

 

 

○蒲生光男委員長 本日は、これをもって散会い

たします。 

 再開は24日午前10時といたします。ご協力あ

りがとうございました。 

 

 

    午後 ３時５３分 散会 

 

 

 




